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労働力の「市場価値]について

松井栄

吉村励氏が労働市場における労働力の「市場価値」の成立について論じてか

ら，すでに10年あまりを経た。吉村氏の理論は賃金論の分野で多くの研究者に

強い影響を与えた。

最近になって，小川登氏は論文「労働力の市場価値についてJ (W日本労働協

会雑誌リ No.106，日本労働協会， 1968年〕のなかで職種別労働力の「市場価値」に

ついて論じ，かつ，岸本英太郎教授編『労働経済論入門~ (有斐閣， 1969竿〕の

なかでかなり詳しく自説を展開した。

小論では，小川氏の説を検討する ζ とによって，職種別労働市場とそこで。

労働力の「市場価値」の成立にかんする諸理論に含まれる問題点を指摘Lたい。

I 

小川氏は，まず I資本一般」の理論に含まれる賃金論をつぎのようにまと

めている。

「労働力の価値は労働者の社会的再生産費に帰着する。J"このばあい，氏は

「近代的家族制度のもとで標準的な家族をもっ成人男子の『等質な労働力」を

想定J"している。これが氏にとっての抽象的な労働力の価値である。

そうして氏は I賃労働(労賃)のばあい，資本にとって労働力は『無限的』

であり，それを基礎として恒常的な供給過剰状態にあるため，資本は自由に専

横をきわめ，労働力の市場価値(一物一価〕を低い労働力の個別価格におしこめ

。小川登「貫労圃の理論」および「労働市場の構造と貨企J，岸本英太郎編『労働経済論入門』

有斐閣， 1969年， 24ページ.
2) 岡上.24-25べ一九
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て統一するという間接的平均化 f賃金の低体平準化〉を実現しようとする」おとい

つ。

以上が「資本般」の理論に含まれる賃金論であり，氏ほこれをつぎのよう

に「市場価値」論という形式で具体化する。

第 1に， 民によれぽ， 一層具体的ではあるが， なおも抽象的次元に属する

「具体的有用労働の異種怯によって区分されたj， いわゆる職種別労働市場が

ある。ここで成立するのは「具体的な労働力の価値」であり，それは簡単・複

雑労働力の価値として I労働力の質j， すなわち複雑度に「完全に照応」のし

たものである。

第2f::'，上記の職種別労働市場では r産業予備軍の存在は供給過剰として

強力な圧力となる。ここでは， 労働力商品の市場(市場価値Dこと 松井〕は

『資本にとっ℃最良の条件下~ ......-C生産される労働力商品の個別価値(低供

給価格〕によって決まるという限界原理がはたらく Qj こうして氏は，職種別労

働市場で「市場価値」を成立させるが，そのさいに I労働力の市場価値は限

界原理によって規定されて価値(~具体的な労働力む価値』をさす一一松井〉から持

離する」町という u

第 3に，氏によれば I技術進歩にもとづ〈労働のダイリ ι ーションであれ，

同一労働市場での男女労働力の併存(~労働力目価値分割j) であれ，労働力商品の

ばあいには限界原理から平均原理への転化が，個別価値(個別的供給価格〕の低

い労働力の方に向って収飲される形でなされる」結果，賃金の「低位平準化j"'

が一般化する，とのべられる。

以上が，労働力の価値から賃金の「低位平準化」にいたる氏の説の要約であ

り，とくに職種別労働力の「市場価値」についての理論は氏の賃金論の核心に

なっている。

3) 同上， 34-35ヘジ.

4) 同上， 66へジ。

5) 向上， 69-70ベージ。

6) 同上. 73ベ一三人
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11 

小川氏の「市場価値|請の検討にはし、る前に，抽象的な労働力の価値と職種

別労働市場について基本となる理論をのべておこう o

いうまでもなく，社会的に平均的な労働力の価値は簡単労働力の価値である

が，多くの論者はつぎの点を見失っている。

その 1。複雑労働力については，それなりに市場もあり， そこで価値〔市場

価値〉が成立しているが， 複雑労働力は同時に簡単労働力であるために，簡単

労働市場は本来の簡単労働力と複雑労働力の双方によって構成される。多くの

論者は，複雑労働力の簡単労働力への転化θ可能佳，複雑労働市場と簡単労働

市場との交流の可能性をのべるにとどまり， 国の労働市場を安易に簡単・複

雑労働市場，あるいは職種別労働市場に分割し，それぞれの「市場価値」の成

立を論じている。

労働市場が，たとえば男女労働力のみから構成されるとしたばあい，本来の

簡単労働力りみが簡単労働市場に参加するのであれば，そこでは女性労働力が

支配的になり，簡単労働力の価値を規定するかもしれないu ところが，複雑労

働力も参加する簡単労働市場では，男性労働力がつねに支配的であり，それが

簡単労働力の価値を規定する。また，その市場に参加する複雑労働力の育成費

部分は簡単労働力の価値には含まれないことになる。

したがって，簡単労働力の価値は一国の労働市場で成立する市場価値であり，

労働力の価値そのものである。それを成立させる労働力の構成比率は比較的安

定しており，その面からも労働力の価値は所与の社会，所与の時代には一定の

大いさをもつことになる。

抽象的な労働力の価値は，このように，生き生きとした具体性をもっ一国の

労働力の価値であり，市場価値であり，具体的な現実から抽象された価値であ

る。

小川氏は. rw労働力の価値』とは，資本主義社会における労働力の代表的担
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い手が成年男子労働者であるところから成年男子労働者のみによって構成され，

その具体的な労働力の標準的な世代的再生産費としての平均幅値を苦床してい

る」ηとし、う。やや理解しに〈い叙述であZが，氏のいう「平均何値」が一国の

労働市場のなかで平均原理によって成守したものでないことはあ雪らかであるの

そのことは，氏のいう「市場価値」が職種別労働市場でLか成立しないことに

よっても，裏づけられる。

その 2。一国の労働市場を職種別に分割しても，それによって生まれるのは

複雑労働の職種別市場であって，簡単労働市場は分割されることはない。具体

的労働が多様化すればするほど，簡単労働市場は統一され，拡大する。簡単労

働にも職種はあるが，市場は職種をこえた単一のものである。もちろん，日常

の用語では簡単労働のなかででも，たとえば雑役夫の労働市場とよばれること

があるが，そこで簡単労働力の価値(市場価値コとは別に価値(市場価値)が成立

することはなL、。

小川氏は， しかし， 簡単労働市場を職種別市場に細分し， そこで労働力の

「市場価値」が成立する，と考えているo

複雑労働の職種別巾場は一国の労働市場，すなわち簡単労働市場の内部に存

在するのであって，多〈の論者がいうように，簡単労働市場と並んで存在する

ことはありえない。簡単労働市場の内部に複雑労働市場が存在するという，こ

の図式は，簡単労働市場と簡単労働力の価値が歴史的にも論理的にも基本とな

るものであるととを，表現している。複雑労働の職種別市場では複雑労働力の

何値が成立する。

上にのべたように労働力の価値を把握するならば，以下にのべることは蛇足

になるかもしれない。しかし，職種別労働力の「市場価値」についての理論を

慎重に検討するために，さらにつぎの諸点を指摘しておこう。

その 3。小川氏の説にそって職種別労働力の「市場価値」を想定するとして

も，その「市場価値」は，一応，一般商品の市場価値と共通した規定をうける

7) 同上I 67ベジB
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ことになる。すなわち，最大の個別価値よりも大きい市場価値，最小の個別価

値よりも小さい市場価値はありえず，もしそのような水準に価格が成立すると

しても，それは市場価値ではなし市場価格である。

ところで，この市場価値についての一般論は労働力にかんして修正される。

すなわち，労働力の価値規定は一般商品とちがった特殊性をもっている。職種

別労働力の「市場価値」を想定するばあいにも，市場価値が価値であるかぎり，

抽象的な労働力の価値と同じように特殊な規定をもたねばなるまい。

まず，労働力の価値が標準家族をもっ成年男子労働力の再生産費であり，そ

れが簡単労働市場で成立する市場価値でもあることは，すでにのべておいたが，

職種別労働力の「市場価値」の成立を主張する論者は「価値分害UJ(機械装置が

労働者家族の全成員を労働市場に登場させるために成年男子の労働力り価値が家族成員

の上に分割されること〉によって労働力の価値が小さ〈なるという。小さくなる

ことは否足できないが，以下にみる価値規定のその他の特殊性とも考えあわせ

て，たとい労働者家族の全成員の賃金収入が名目的に以前の労働力の価値をこ

えることがあっても，労働力の正常な再生産条件が破壊されるばあいには，価

値以下に賃金が低下したとみなされる。

つぎに，もし職種別労働力の「市場価値」を想定すると Lても，抽象的な労

働力の価値における上うに，その最後の限界，生理的限界を考えなければなる

まいn 労働力の価値は変動しうるが，賃金がこの最後の限界に低下したとき，

それは価値以下への賃金の低下を意味している。 I市場価値」についても同じ

こと古3いえよう。

また，これも労働力の価値規定の特殊性であるが，賃金が名目的にいかに高

くても，他の労働諸条件が労働力の正常な再生産条件と活動条件を破壊すると

き，賃金は労働力の価値以下に低下しうるのである。 I市場価値」もこの規定

をまぬがれることはできないであろう。

砂1重別労働力の「市場価値」の成立を理論上想定するとしても. I市場価値」

も価値であるかぎり，労働力の価値規定の特殊性がその理論にも適用されなけ
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ればならない。 すでに， 小川氏が簡単労働の分野で職種別労働力。「市場価

値」の成立を想定していることにたし、して疑問を投げかけておいたが，このこ

とも含めて，民が労働力の価値規定の特殊性をいかに考えているかを，これか

ら検討することにしようの

なお，小論では簡単労働力，簡単労働市場をとりあげ，そこでの労働力構成

を，主として，男女に限定した。複雑労働力や年令別労働力構成を論ずるとき

には，そのつど，そのむねを明記する。

111 

小川氏は，資本制生産の発展のなかで「労働市場単一化の技術的条件J"が形

成されるとのべながら， I一般商品のばあいと同じように，労働力のばあいでも

市場価値が直接に問題となるのは同一労働市場(職種別労働市場をさす一一松井)

内だけである」切とのべ産業予備軍の圧力をもっとも強くうける簡単労働の職

種別市場を重視してし、るo

さきに，簡単労働市場の職種別分割にたいして根本的な批判をのべておいた

が，しばらく氏の主張にそって I限界原理」による「市場価値Jの成立を考

えてみよう。

氏もいうように限界原理というものは央そもそも供給量(それぞれの生産

条件での供給量一一弘明〉 の多少を問わず限界個別価値によって市場価値=価格

が規制されるという質的なことを意旅する。J聞したがって， もしその市場に個

別価値の小さい労働力が少しでもあらわれると I市場価値」はその労働力に

規定されて小さくなる。

しかし I限界原理」を採るとすれば，むしろ，つぎのように考えるのがよ

いように思われる。

第 1例。男女別労働力構成を例にとれば，ある職種の労働市場では個別価値

~) 同上. 53ベ}ジ。

9) 同上.72......:.ージ.

10) 同上， 70ベージ.
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の小さい女性労働力に，まず，需要が集中する。女性労働力の供給には限度が

あるので，その賃金は上りはじめ，男性労働力の個別価値の水準に達するとと

もに，男性も雇用されはじめる。このばあい，小川氏の考えとは逆の結果にな

り，むしろ労働力の「市場価値」は男性労働力の個別価値に近づく。

ところで，小川氏の逆の結論をえたとはいえ，やはり「限界原理」を支持す

るわけにはいかない。実は，すでに平均原理によって一国の労働市場で男性労

働力が市場価値を規定していたのである。したがって，職種別労働市場でみら

れる上述の現象は「市場価値Jの成立を恵味するものではなしすでに成立し

た価値をめぐる職種別賃金の一つの動向をしめすものである。このことについ

てはのちにのべる。

第 2例。つぎに，ある職種で女性労働力が資本の需要の全部，または大部分

を充たすとしよう。小川氏の考えでは，女性労働力が「市場価値」を規定する。

だが，これは「限界原理」によるもりではない。 r市場価値」の成立をみとめ

るとすれば， ζのばあいは平均原理によるものである。しかし，くりかえすま

でもなじ 「市場価値」の成立そのものをみとめるわけにはし、かない。

氏の説では r市場価値J0)成立には充分に需要条件がはたらいていること

になフているが，すでにあきらかなように，需要についての氏の考えは充分で

ない。も L 簡単労働市場で男女同一賃金が実現しておれば，資本の需要は男

女にたいして平等に作用し，同一賃金そのものが価値をめぐって上下す石であ

ろう。差別賃金のばあいには，需要は女性にたいして集中し，女性の賃金が上

昇する乙とによって全体の賃金の上昇を妨げるための安全弁の役割をはたすこ

とになろう。職種別賃金はこれらの賃金の運動から分岐して生ずるもので，職

種の枠による労働力移動の相対的制約を条件として，相対的に独自な需給関係

によって左右される。こうして生まれる職種別賃金は労働力の価値から話離す

る。

おそらく，小川氏は職種の枠による労働力移動の相対的制約を過大視して，

職種別市場で「市場価値」が成立すると考えたのであろう。この考えが簡単労

， 
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働には適用できないよとは，すでに，のべておいた。 その上， 氏は 「限界原

理」による「市場価値」の成立世論じたために，誤りが重ねられる乙とになっ

た。すなわち，氏は，多分すべての労働者が女性労働者なみの賃金をうけとる

ことはないであろうという常識 己の常識は労働力の価値の規制力とその特

殊な価値規定によって裏づけされている を逸脱してしまう。氏は，あるい

は，労働市場に登場する労働力と現実に雇用される労働力とを混同しているの

ではなかろうか，と疑われる。 I市場価値」を成立させるのは後者の雇用労働

力ではない。市場にはきわめて個別価値の小さい労働力が参加しているはずで

あり I限界原理」を採るならば，その労働力が「市場価値」を規定すること

になり，それは現実の雇用労働者の賃金とは比較にならぬ小さいものになって

しまうであろう。

「限界原理」が種々の事情から成りたちがたいこと，一一このことは，のち

にみるように，決定酌な意義をもっ差別賃金D究明のなかで，氏をしてその

「原理」を放棄させる ζ とになる。

IV 

労働力の価値は必要労働時間町歴史をうけつぐものであり，標準家族の再生

産費を意味するものになっていたが，そのなかに労資の階級関係を秘めている

ので I価値分割」から影響をうけることになる。こ ζから多くの論者は労働

力の価値が標準家族をもっ成年男子労働力の再生産費であることを否定するよ

うになる。ただし，小川氏のばあいには，労働力の価値を成年男子労働力の再

生産費に固定しておいて，職種別労働力の「市場価値」がそれから誰離する，

と説かれる。

もし，職種別労働力の「市場価値」を想定するのであれば，労働力の価値規

定の特殊性に留意しなければならない。しかし，小川氏は C限界原理」を採れ

しかも価値規定の特殊性を無視して，労働力を一般商品なみにあっかう。その

ために，氏にあっては，いかなる個別価値をもっ労働力が「市場価値」を規定
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してもよいととになり，たとえば児童労働力が「市場価値」を規定することも

ありうる。

もともと，児童労働そのものが労働力の再牛産を妨げるのであるから，児童

労働力の「価値」なるものはありえない。

同様に，小川氏がいうように児童労働力が「市場価値」を規定することもあ

りえない。児童労働によって労働力の正常な再生産が破壊されるからである。

もし，その個別価値の水準に賃金がおもついたとき，それは「市場価値J以下

の賃金といわねばならない。

女性労働力についてもそれと似た事情がある。女性労働については種々の法

的保護から保育所設置まで論じられてきたが.これらの事情は資本主義のもと

で女性の労働力化そのものが労働力の正常な再生産を脅かす可能性をもつこと

をしめしている。

さらに，女性を含め亡家族成員の労働力化によって，成年男子のみが労働し

ていたときよりも家族成員の総労働支出は増大するので，一家の賃金収入がふ

えるであろうし，名目的には生活が豊かになるであろうが，しかし，上にのべ

た事情はっきまとう。

こうして，女性労働力の「価値」という考えは，一困の労働市場で成立する

労働力の価値が男昨労働力によって規定きれているという根本的な理由も含め

て，容認されがたいものとなる。また，従来から指摘されてきた止うに，女性

労働力の「価値」の成立を想定するならば，男女同一賃金の抽象的可能性は論

証できなくなる。小)11氏も，これについては i女子労働力の価値が成年男子

のそれと〈らべて小さいということではな〈し，個別的価値古が2小さいのであるJ"

とのべている。

しかし，氏がそのようにいうとき，労働市場の職種別分割を前提にしている

のであって，労働力の価値の特殊性についての理解にもとついてはいない。そ

のために，氏は，女性労働力の{凪別価値に「市場価値」が接近し，一致しうる，

11) 同上， 67へーとλ
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と考えている。

「価値分割Jを契機とする女性労働力の「価値Jの成立を主張する論者が，

いきなり，労働力の価値規定の特殊性を見失ってしま勺たのにたいして，小!II

氏は r価値分割」の結果，砂潅別市場で女性労働力が「市場価値』を規定す

ると考えることによって，同じく価値規定の特殊性を見失っている。もし小!II

氏のごとき「市場価値」論に同調するとしても，女性労働力の個別価値の水準

に賃金がおもついたとき，それを「市場価値」とよぶことはできない。 r市場

価値」以下に賃金が低下したといわねばならない。

，j面値分割」による労働力の価値の減少には限度がある。 r価値分割」によ

って労働力の価値はそれ以前よりも小さくなるが，その価値の減少は労働力の

価値規定の特殊性によって限界づけられている。また，そのようにして，ひと

たび労働力目価値が成立するや，女性の賃金がそれにくらべて少しでも低けれ

ば，それは価値以下の賃金である。，価値分割」の作用を強調する論者はこの

ような点を鋭〈指摘するのを忘れている。

小川氏とちがって，労働力の市場価値が簡単労働市場で成立し，職種別市場

では「市場価値」が成立しないと考えるならば，簡単労働市場では男性労働力

が支配的であるので，児童や女性の労働力は価値を規定することはできない。

しかし，小川氏のように「市場価値」を想定すれば，つぎのような理論上の

困難が生ずる。職種別労働市場では，児童や女性の労働力が T限界原理」を

採ろうと平均原理」を採ろうと r市場価値」を規定する可能性が生まれ

る。ところが，この「市場価値」は，労働力の価値規定の特殊性にてらしてみ

ると，市場価値の名にふさわし〈ない「市場価値」ということになる。氏はそ

れに，あえて，市場価値」という名称を与え，労働力の価値からの職種別労

働力の「市場価値」の議離を主張するのであ答。

V 

職種別労働力の「市場価値」の成立を主張する論者は，一般に，男女労働力
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の個別価値がそのまま男女差別賃金に転化する，と考えている。したがって，

かれらは差別賃金の底に「市場価値」が成立しているのを発見するととができ

ない。小川氏も同じ考えをもっている。

もL，かりに一国の労働市場でそういうことがあるとすれば，差別賃金のあ

るかぎり，労働力の価値は成立せず，資本主義も成立していない，ということ

になろう@

そうではなくて，まず一国の労働市場で多数を占める男性労働力が労働力の

価値を規定するのであって，価値がそのまま現象すれば同一労働同一賃金の原

則が実現されたことになる。全般的にみられるように，もし競争のなかで女性

労働力が，その個別価値に依拠して，市場価値よりも低い価格をもつならば，

それは競争価格に属する現象であるロこの女性労働力の価格は労働力の価値の

成立を前提として生まれ，労働力の価値(男性労働力の個別価値〕をこえることは

ない。男女差別賃金とはこの競争仙格のことである。

乙のように考えて乙そ，小川氏のつぎ白言葉が生きτくる。氏はいう rこ

の賃金の上限を画され，それ以下に封じこめられているという意味で，賃金の

絶対的水準をひきさげられた中での男女同一労働・差別賃金として，男T労働

者はもっぽけな相対的高賃金を受けとっている」国と。 のちにあきらかになる

ように，氏は誤った理論にもとづいて，そうい勺ているのであるが，差別賃金

は労働力の価値が成立したために生まれるのであって，労働力の価値の運動法

則がもたらすーっの現象である。差別賃金のあるところ，同一賃金の抽象的可

能他が与えられている，といえよう o

したがって，男女差別賃金は労働市場全体にみられる社会的な競争価格であ

り，現実には，資本がこの競争価格にもとづいて，それぞれの職種の事情によ

って，男性のみを，あるいは女怯のみを，あるいは男女両性を雇用することに

なる。それぞれのばあいに，職種の枠による労働力移動の相対的制約を条件と

して，相対的に独自な需給関係のもとに，ある職種では男の賃金に女のそれが

ユ2) 向上， 73-74へージ。
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一致1-，ある職種では男の賃金に〈らべて女のそれが低くなり，ある職種では

女の賃金に男のそれが一致する。これが職種別賃金であり，それを解明するた

めに職種別労働力の「市場価値」の成立を想定しなければならぬという論理的

必然性は存しない。

小川氏は，職種別労働市場で個別価値が直接に差別賃金に転化する，と考え

ている。もし，氏にならって「市場価値」論を採るとすれば I市場価値」の

成立を前提にして差別賃金を論じなければなるまい。氏は I市場価値」が成

立していないところに差別賃金を描くことによって，価値が存在しないところ

に賃金を描いている。そうして，氏は，つぎに考察するように，差別賃金の底

にある「市場価値」を自らすすんで否定することになる。

YI 

男女差別賃金について，小川氏は二つのばあいを考えている。一つは「経過

的・過渡的」なそれであり，他は「固定化」されたそれである。両者を区別す

る根拠は明白でない。

氏ほいう， I労働力の価値分害IJがおこり，その労働市場の代表的・典型的労

働力の担い手そのものが成年男子から婦女子へと転移しはじめている 一過渡

期では，婦女子労働力の価格は旧来の社会的価値の水準よりも大幅に低いその

個別的価値に次第に接近していくとしても，旧来の『社会的価値よりも低〈個

別価値よりも高く』売られるわけだから，二本建価格〔同一労働差別賃金〕として

あらわれざるをえない。この過程での市場価値の変動を図式的にいえば，流入

の初期は成年男子がいまだ圧倒的に多数であるからー ーその個別価値が社会的

価値であり，流入が中程度となると男女労働者が量的に半々近〈となり支配的

大量なものは存在しなくなるから『社会的価値としての市場価値』は崩壊し，

明白な二本建価格(複層価格〕となり，後期にいたって婦人労働者が圧倒的

多数を占めるようになると， ・日この低い個別的価値が社会的価値となり，そ
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してその低水準においで新しい単一市場価値(価J恥が確定するのであるJ13)と。

この叙述は氏の「市場価値」論を要約したものであるが，このなかに平均原

理をみいだすことができても，氏の強調する「限界原理」をみいだすことはで

きない。

ところで，氏が，女性労働力が市場で圧倒的多数を占めるばあいを想定しう

るのは労働市場を職種別に細分したためであり，女性労働力の個別価値の水準

に「市場価値」が成立すると考えうるのは労働力の価値規定の特殊性を無視し

たためである。そうして，氏が「男女労働者が量的に半々近く」なるとともに

「市場価値」は「崩壊」すると判断しうるのは，個別価値がそのまま差別賃金

に転化する，と考えているためである。

しかも，氏はこの「市場価値」の「崩壊」が「経過的・過渡的なものである

かぎりでは問題はなし、」凶といし、， 差別賃金が「固定化」されたばあいについ

ての考察にうつる。

氏はいう r労資対抗のなかでそれが固定化されているとすれば 資本自

賃金差別化政策は成功しているのであ札ここでは費用格差原理としての限界

原理も平均原理もその作用をストップしているとしか考えられない」由と。

いうまでもなしこの社会では差別賃金こそ支配的であり，かつ，それは一

般に「固定化」されているので r限界原理Jが「原理」であるならば当然，

この分野でその「原理」ははたらかねばなるまい。しかるに，氏はここで「限

界原理」も「平均原理」も拒否するa

その代りに，氏は「差別化の経済性」なるものをもってくる。 r差別化の経

済性J とは，氏によれば，資本が「男女賃金格差の分だけ得をしている」同こ

とである，と説明される。もちろん資本にとって最も好都合なのは賃金の全般

的低下であるが，氏は「資本にとってこれ以上差別しても利益が認められない

13) 小川登「常働力。市場価檀についてJ，W日本労働協会雑誌.，!]No. 106，日本労働協会， 1968年，

28ページ

14) 岸本欄11";活動経済論入門』前事者~， 73ヘ ジ.

15) 同上。

16) 同上， 57ベージ，
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という限界の価格」があり，これが「差別化価格の上限を画す」聞とのべる。

「差別化の経済性Jにもとづく「資本の賃金差別化政策」によって， r原理」

もはたらかず r市場価値」も成立しないのであるから，氏の見解は勢力説に

通ずるといえよう。そうして， 氏は『市場価値」 の成立しないところに賃金

(差別賃金〉を成立させるのであるから，その「市場価値」論，というよりも価

値論そのものが崩壊したといえよう。

ここで小川氏とともに年功賃金を考察することにしたい。

年功賃金の上限は，現在では，労働力の価値をこえていると思われる。その

理由は， 大企業の超過利潤・独占利潤が， 企業聞の労働力移動の相対的制約

いわゆる企業別労働市場も労働力り「市場価値Jを成立させる乙とはない

を条件として，年功賃金をうるおしていることにある。この事情は，年功

賃金が労働力の価値の現象形態であることを，否定するものではない。

年功賃金の下限は新規学卒者の労働力の個別価値に依拠している。年功賃金

は， このようにF 労働力の価値をめぐ勺て分布する競争価格である。

小川氏によれば差別化の経済性」が年功賃金のト限を規制しているため

に「現在のような労倒力『不足』がおこっても，若年労働者の賃金しか大きく

あがらず，中高年労働者の賃金上井はわずかになる」聞とのべられる。しかし，

その上限が上りに《いのは労働力の価値の規制力のためであり，初任給が上り

やすいのは低い競争価格をもっ若年労働力に需要が集中するからである。年功

賃金が競争価格であること，若年層の賃金の上昇が年長者の賃金上昇を妨げる

安全弁になっていること，これらの事情は現実に労働力の価値の規制力を支え

ている。もし年功賃金でなければ，需要はあらゆる年令層にたいして平等にあ

らわれることであろう。

差別賃金が r経過的・過渡的」であろうと r固定化」していようと，そ

こには共通の法則がはたらいている。それは，価値の成立を契機として生まれ，

17) 同上， 74へーえ
18) 同上。
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価値の規制をうけている。差別賃金は，同一賃金と同じ<.労働力の価値の現

象形態なのである。

もし，小川氏がいうように'"固定化」された差別賃金を動かす「原理」が

ないとすれば，それは永遠に「経過的・過渡的」過程を経て，解消することは

ないであろう。

差別賃金を競争価格として理解しえない小川氏は，労働力の「市場価値」が

rw資木にとって最良の条件下~ (したがって労働者にとって最悪の条件下)J闘で生

産される労働力によって規定される，といっているが，個別価値が小さいこと

は，その労働者にとって「最悪の条件」ではなく最良の条件」である。些

細なことであるが，労働力の商品化という論理を貫くならば，民の表現は正し

いとはいえない。

VII 

小川氏は r限界原理」から「平均原理」への転化をもって，そり「市場価

値」論を完結するべ〈こころみる。

氏はつぎのようにのべている r長期において，労働力。宵生産をめぐる費

用格差〔個用H面値差〕は完全に消滅するにはいたらないとしても平均化する。だ

から，労働力商品においても『費用格差原理としての限界原理』そのものはな

んら修正を受けないとしても，それ自身平均原理へと近づいていく。問題なの

は，この技術進歩にもとづく労働のダイリ畠-.yョンであれ，同一労働市場で

の男女労働力の併存(~労働力り価値分割~)であれ， 労働力商品のばあいには限

界原理から平均原理への転化が，個別価値(伺別的供給価格〉の低い労働力の方

に向って収数される形でなされるということである」聞と o

すでに，差別賃金という決定的な問題にかんして氏の「限界原理Jと「平均

原理」がその作用Eやめるのをみたが，ここで氏は賃金の「低位平準化」きさ

19) 同上， 69ベージ.

四〉 同上ミ 73-74ベ一九
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して「限界原理から平均原理への転化」とよんでいる。

氏は「個別価値差」の「消滅」ないしは「平均化」を「平均原理Jと名づけ

たりしているが，この叙述には言葉の乱用以外の何物もみいだせない。

くり返すまでもなし賃金の「低位平準化」は競争価格に属する現象である。

「賃金の低位平準化」が労働力の価値を小さくし，さらに労働力の価値以下に

賃金を低下させることができても，労働力の価値規定には特殊性があり，労働

力の価値が，たとえば，女性労働力の個別価値の水準にまで低下することはな

いし，さらに，賃金の「低位平準化」も労働力の価値に規制されるので，すべ

ての労働者の賃金が女性労働力の個別価値の水準に低下することも，一般には，

ありえない。

小川氏のように考えるならば，労働力の「巾場価値」が無制限に低下するだ

けでなしその「市場価値」は労働力の価値から完全に断ち切られてしまう。

氏の理論が混乱におちいったのはその方法論上の誤りと関係があるように思

われる。氏は，たしかに，具体的在現象のなかから「原理」をつかみだすべ〈

こころみているが，その「原理」をもって論理の上向を企てることをやめてい

る。そのために民の理論にとって「原理」はきわめて便宜主義的な与件になっ

ているだけでなし論理のなかで「原理!の妥当性を検証する機会が失われて

いる。 r差別化の経済性」にいたっては，この欠陥をもっともよくしめしてい

る。

VIII 

小川氏は r労働力の価値の賃金転化のプロセスの中で，労働力の市場価値

からあとはそれ自体のうちに低下傾向を含んで}I)いる， とのべている。

しかし， くりかえしのべてきたように，労働力の価値はそれ自身のなかに低

下傾向をもち，それの転化形態である賃金でその傾向が全面的に展開されるの

である。

21)同上， 76へジ。
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ここでは複雑労働について考えよう。

はじめに記しておいたように，簡単労働力の価値は一国の労働市場で成立す

るが，複雑労働市場はその内部にある副次的な市場である。複雑労働市場は，

現実には，複雑労働職種の市場として存在する。

もし，特定の職種の労働市場での労働力の構成比率が一国の労働市場の構成

比率と同じであれば，その市場で成立する価値〈市場価値〉は複雑度を正確に表

現ずる大いきになる。いいかえると，その市場で男性が支配的であるときには，

そこでの価値は筒単労働力の価値(男性労働力の個別価値〉に育成費を加えた大い

きになる。

もl.-，女性が特定の職種の市場で支配的であれば，そ乙 Eの賃金は簡単労働

における女性の賃金〈女性労働力。個別価値3に育成費を加えた大いきになるかも

しれない。ときには，その賃金は簡単労働力の価値よりも低くなるであろう。

小川氏はそれを「市場価値」とみなすであろう o しかし，労働力の価値規定の

特殊性から，氏の説にしたがうととはできない。それはその職種の複雑労働力

の価値 E市場価値コ以下の賃令である。このばあい，労働力が女性と児童から構

成されるとすれば，その市場価値は最大の個別価値〈女性労働力の個別価値に育成

費を加えたもり〕をこえることもあるが，簡単労働力の価値がすでに成立してい

ること，および，労働力の価値規定には特殊性があることから，それは許され

るであろう。

もちろん，女性が支配的な勝経の市場で，簡単労働力の価値よりも大きい市

場価値が成立すれば，それは複雑労働力の価値そのものである。

実は，小川氏が同一労働同一賃金の原則の根拠とみなす「具体的な労働力の

価値」は，本来，平均的労働力構成のもとで成立すると仮定した簡単・複雑職

種の労働力の市場価値であった。したがって I具体的な労働力の価値」は，

たんに平均原理によっτ成立するといったも白ではなく，平均的な労働)J構成

のなかで平均原理によって成立すると仮定した市場価値であった。そこから，

平均から議離する労働力構成をもっ職種別市場で成立する 「市場価値」は，
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「具体的な労働力の価値」から議離する，とのべられたのである。 r具体的な

労働力の値価」という概念には，労働力の価値規定の特殊性にたいする理論上

の配慮がこめられていたのであって，それは，職種別労働力の「市場価値」の

理論が価値規定の特殊性を無視する傾舟をもつことにたいする警告の意味をも

っていたのである。しかし，皮肉にも一部の論者は，むしろ r具体的な労働

力の価値」の概念を逆用して，職種別労働力の「市場価値」を低下させるとき

の安全装置に転用した。小川氏の「限界原理」にその典型をみることができる。

「具体的な労働力の価値」は具体性を欠〈架空の概念であった。

労働市場の性格と労働力の価値規定の特殊性をあきらかにし，筒単・複雑労

働力の価値を市場価値としてとらえることができた以上コ具体的な労働力の

価値」という概念も不用のものとなった。それなしに，複雑労働力の価値(市

場価値)の低下と，価値からの賃金目指離を論ずる ζ とが可能になった。

小川氏が「市場価値」以後に「低下傾向」をみいだし，そのために労働力の

価値と「市場価値」とのあいだの決定的な断絶をのべねばならなかったのにた

いして，一部の「市場価値」論者は，賃企が労働力の価値の大いさにおよぼす

作用を過大視して，ついに，賃金が労働力の価値を規定する，と主張するにい

たった。

賃金が労働力の価値の大いさに影響することは否定できない。賃金は現実に

労働者の生活様式を変え，労働力の個別価値の大いさを変えるであろうが，個

別価値は価値ではない。雑多な大いさの個別価値のなかから価値が成立するの

で，個別価値の変動が直接，価値の大いさを左右することはない。しかし，さ

らにすすんで，労働力の価値そのものが変動させられることも考えねばならな

い。そのために労働力の価値が大きくなることがあるが，これは欲望向上の問

題である。労働力の価値が小さくなるばあい，労働力の価値規定の特殊性に留

意しなければならない。

賃金が労働力の価値を規定すると主張する論者は，たとえば1600カロリーを

基準とした電産型賃金のもとでも労働力が繁殖しえたことをもって，その賃金
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を労働力の価値とみなすのであろうか。それは価値以下への賃金の低下をしめ

すものであった。年功賃金のぼあい，新規学卒者l乙かぎらず，単身者なみの賃

金で労働力を再生産する労働者はかなりの数にのぼるのであるが，そのことを

もって，労働力の価値が単身者の生産費の水準にあるとみるならば，それは労

働力の価値規定の特殊性を見失ったことになるであろう。

小川氏の説では，職種別労働力の「市場価値」は「限界原理」のもとに，最

小の個目山田値をもっ労働力によって規定される。男女差別賃金では，女性が参

加する職種は限られているので I限界原理」がもたらす「市場価値』の低下

はそれほど著しいものではないかもしれないが，年功賃金では，複雑労働職種

をふくめてほとんどすべての職種の労働市場に単身者があらわれるので，その

「市場価値」は極度に低下するであろう。氏の説によれば，全国的規模で職種

別労働力の「市場価値」が単身者労働力の個別価値の水準に低下するであろう。

そうして I市場価値」も価値であるので，ひとたひw成立すればそれの変動を

もたらすことは困難であるが，さらに，いかに賃金の向上を企てても「市場価

イ直」は最低限の労働力の個別価値に吸引きれるととであろう。職種の労働者は

この頑強な「市場価値 lを引きあげるためにたたかわねばならないであろうが，

たえず新規学卒者が「市場価値」を小さくし，職種内の同一賃金の可能性は存

しないことになるであろう。しかも，職種によっては現実に年長者の賃金は年

少者の 4倍に達しているが，それは「市場価値」の 4倍の賃金とみなされるで

あろう。民の説をもちいるならば，そのようにのべることになるであろう。氏

の『市場価値」論はおそらく現実の解明には役立たない，と思われる。

最後に，労働者階級の欲望の向上にふれておきたい。欲望の向上の底には生

産力の向上にともなう生活資料の種類と量の増大，労働者の集団労働と集団生

活がある。欲望向上は労働力販売のための条件である。欲望とは支払能力をと

もなう欲望である。この社会では，労働者階級の欲望の向上は，労働力の価値

への賃金の接近，ないしは，賃金の向上を通じての労働力の価値そのものの増

大を通して，つまり労働力の価値目運動法則を通してしか実現しない。したが
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って，欲望が賃金と労働力の価値士左右するのではなくて，賃金と労働力の価

値の変動が欲望を左右するのである。労働者階級の窮乏化が現実にはすべての

面で併行Lてあらわれないように，欲望の向上もかた寄ったあらわれ方をする。

そのために，窮乏化のなかででも，欲望のかた寄った向上はみられることにな

る。

小川氏は，抽象的な労働力の価値を市場価値としてとらえることができず，

それを「限界原理」による職種別労働力の「市場価値Jの成立を通じて具体化

するべくこころみた。氏は「価値分割」および個別価値からの「市場価値」の

成立を論ずるさいに，労働力の価値規定の特殊性を無視した。さらに，民は個

別価値が直接，差別賃金に転化すると考えたために，差別賃金の解明にあたっ

て r市場価値」論を放棄したのである。小)I r1l:;の理論にみられるこれらの欠

点、は，多かれ少なかれ，職種別労働力の「市場価一値」の成立を主張する論者に

共通するものである。

(1970年 7月3日)


